
　池田市では、アスベストによる健康被害を予防するため、露出し
て吹き付けアスベストが施工されている多数の者が利用する建築物
について分析調査・除去等工事の補助を行っています。
※着手する前に必ず申請してください。

●補助内容

●多数の者が利用する建築物（多数の者
　が共同で利用する部分に限る。）で、
　吹付けアスベスト等が施工されている
　もの

上限　１００万円
●費用の１／２以内

●補助対象者
　市内に対象建築物をお持ちの方（市税を滞納していないこと）

●アスベスト対策補助の必要書類

（お問い合せ先） 池田市都市建設部審査課
TEL:０７２－７５４－６３３９
E-mail:shinsa@city.ikeda.osaka.jp

補助金の請求時

●補助金交付請求書（様式第１１号）
●対策に要した費用を支払ったことが確認できる書類（領収書等）
●口座振込依頼書
●その他必要な書類

●補助金交付申請書（様式第１号）
●同意書（様式第２号）※市内にお住まいの方のみ
●付近見取り図
●現況写真
●対策に要する費用が確認できる書類（見積書等）
●調査場所の図面 ※分析調査の場合のみ
●工事の場所・内容・日程がわかる書類 ※除去等工事の場合のみ
●その他必要な書類

補助金交付申請時

着手時

●実績報告書（様式第９号）
●対策に要した費用が確認できる書類（請求書等）
●アスベスト分析結果 ※分析調査の場合のみ
●工事内容が確認できる写真（施工前・中・後）及び書類
　　　　　　　　　　　　　　　　　※除去等工事の場合のみ
●その他必要な書類

実績報告時

●着手届（様式第５号）
●工事の内容・日程が確認できる書類
●その他必要な書類

補
助
額

～池田市既存民間建築物アスベスト対策補助のご案内～

※補助金のうち１,０００円未満の端数があるときは、切り捨てた額とします。

※消費税に相当する額は除きます。

上限　２５万円

●多数の者が利用する建築物（多数の者
　が共同で利用する部分に限る。）で、
　吹付けアスベスト等が施工されている
　おそれのあるもの

アスベスト分析調査 アスベスト除去等工事

対
象
建
築
物

※吹付けアスベスト等とは、アスベストにセメント等の結合剤と水を加え混合し、
　吹付け機を用いて吹付けたもの又は吹付けロックウールをいいます。
　（注）アスベスト含有成形板は補助対象外です（飛散する危険性が低いため）。
※アスベスト除去等工事とは、除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事です。
※解体を前提としたものは補助対象外です。



●補助金交付手続きの流れ

※特定建築物とは耐震改

アスベスト対策事業補助の相談

補助金の請求

補助金確定通知

補助金交付決定補助金交付決定通知

補助金交付申請

受理・審査

池田市申請者

・補助要件に適合しているかどうか相談して下さい。

・補助の対象となる場合、「補助金交付申請時の
　必要書類」を提出して下さい。

・「補助金の請求時の必要書類」を提出して下さい。

受理・審査

補助金の振込み

補助金確定

受理

受理

アスベスト対策事業の実績報告

・「実績報告時の必要書類」を提出して下さい。

アスベスト対策事業の実施

・調査または除去等工事を実施して下さい。
・調査または除去等工事終了後、「調査結果報書」
　または「除去等工事の完了報告」を受取るととも
　に、それらの費用を全額お支払い下さい。
　

・補助金交付決定の通知後、「着手届」を提出し
　て下さい。


